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ま
た
は

3

年

　

2

・

9

5

3

％

～

7
年
　
1
・
3
5
7
％

融
資
金
額

1
0
0
万
円
以
上
6
、
0
0
0
万
円
以
内

融
資
期
間
　
割
　
賦
　
7
年

リ
ー
ス
　
3
～
7
年

※
県
信
用
保
証
協
会
の
保
証
は
必
要
あ
り
ま

せん。

※
こ
の
ほ
か
「
設
備
資
金
貸
付
制
度
」
も
設
け

て
い
ま
す
。

間
合
先

（
財
）
や
ま
な
し
産
業
支
援
機
構

℡
0
5
5
（
2
4
3
）
1
8
8
8

県
商
業
振
興
金
融
課

℡
0
5
5
（
2
2
3
）
1
5
3
9

中
小
企
業
設
備
貸
与
資
金
融
資
制
度

中
小
企
業
者
を
対
象
に
新
規
の
機
械
や
車

両
な
ど
を
長
期
か
つ
低
金
利
で
貸
与
す
る
設

備
貸
与
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

経
営
基
盤
の
強
化
や
研
究
開
発
、
販
路
拡

大
な
ど
、
新
分
野
進
出
に
向
け
た
設
備
投
資

を
支
援
す
る
た
め
、
1
月
か
ら
融
資
利
率
を

引
き
下
げ
ま
し
た
。

対
象
者
　
中
小
企
業
者

融
資
利
率

割
　
賦
　
2
・
4
5
％
ま
た
は
1
・
8
5
％

リ
ー
ス
　
3
年
　
2
・
9
9
6
％
～

7
年
　
1
・
3
9
8
％

ま
た
は

3
年
　
2
・
9
6
5
％
～

7
年
　
1
・
3
7
0
％

融
資
金
額

1
0
0
万
円
以
上
9
、
0
0
0
万
円
以
内

融
資
期
間
　
割
　
賦
　
6
・
5
年

リ
ー
ス
　
3
年
～
7
年

※
県
信
用
保
証
協
会
の
保
証
は
必
要
あ
り
ま

せん。

間
合
先

（
財
）
や
ま
な
し
産
業
支
援
機
構

℡
0
5
5
（
2
4
3
）
1
8
8
8

県
商
業
振
興
金
融
課

℡
0
5
5
（
2
2
3
）
1
5
3
9

勤
労
者
福
祉
資
金
融
資
制
度

勤
労
者
が
安
定
し
た
生
活
を
送
れ
る
よ
う
、

低
利
の
生
活
資
金
融
資
を
行
っ
て
い
ま
す
。

対
象
者

①
従
業
員
3
0
0
人
未
満
の
中
小
企
業
に

1
年
以
上
雇
用
さ
れ
て
い
る
方

②
①
の
要
件
を
満
た
す
方
の
う
ち
、

0
3
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
た

め
、
育
児
休
業
を
取
得
し
て
い
る
方

○
要
介
護
状
態
に
あ
る
家
族
を
介
護
す

る
た
め
、
介
護
休
業
を
取
得
し
て
い

る
方

③
従
業
員
3
0
0
人
未
満
の
中
小
企
業
に

1
年
以
上
勤
め
た
後
、
企
業
の
倒
産
な

ど
、
事
業
主
の
都
合
に
よ
り
離
職
し
た

方
で
、
雇
用
保
険
を
受
給
し
て
い
る
か

受
給
終
了
後
6
カ
月
以
内
で
求
職
活
動

を
し
て
い
る
方

資
金
使
途

医
療
、
慶
弔
、
教
育
、
住
宅
補
修
、
災
害
、

そ
の
他
生
活
の
た
め
に
必
要
な
資
金

金
　
利
　
　
年
1
・
9
％

限
度
額
　
1
0
0
万
円

返
済
期
間

①
の
方
　
5
年
以
内
（
元
利
均
等
割
賦
返
済
）

②
③
の
方
　
1
年
以
内
の
据
置
期
間
経
過
後

5
年
以
内
（
元
利
均
等
割
賦
返
済
）

保
証
人

原
則
不
要
で
す
が
、
離
職
者
に
対
す
る
融

資
に
つ
い
て
は
、
連
帯
保
証
人
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

そ
の
他

労
働
金
庫
指
定
の
保
証
機
関
の
保
証
が
行

わ
れ
る
た
め
、
別
途
保
証
料
が
必
要
と
な
り

ます。
間
合
先
　
県
労
政
雇
用
課

℡
0
5
5
（
2
2
3
）
1
5
6
3

中
央
労
働
金
庫
　
富
士
吉
田
支
店

℡
0
5
5
5
（
2
2
）
5
2
6
2

中
小
企
藁
人
材
確
保
戦
略
研
修
会

県
内
企
業
の
人
材
の
確
保
・
育
成
へ
の
支

援
と
社
員
の
職
場
定
着
を
高
め
る
た
め
、
「
中

小
企
業
人
材
確
保
戦
略
研
修
会
」
を
開
催
し
ま
す
。

日
　
時
　
2
月
1
8
日
（
水
）

午
後
1
時
0
0
分
～
3
時
0
0
分

テ
ー
マ

「
今
こ
そ
、
企
業
の
将
来
を

支
え
る
人
材
育
成
を
！
」

～
創
意
工
夫
の
成
功
事
例
に
学
ぶ
～

講
　
師
　
川
喜
多
　
喬
（
法
政
大
学
教
授
）

場
　
所
　
ベ
ル
ク
ラ
シ
ッ
ク
甲
府

甲
府
市
丸
の
内
1
－
1
－
1
7

対
　
象
　
企
業
経
営
者
、
人
事
担
当
者
な
ど

参
加
費
　
無
料

そ
の
他
　
事
前
の
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

間
合
先
　
県
労
政
雇
用
課

℡
0
5
5
（
2
2
3
）
1
5
6
2

雇
用
維
持
の
支
援

中
小
企
業
の
手
当
な
ど
の
5
分
の
4
を
助

成
し
ま
す
。

内
　
容

○
解
雇
せ
ず
に
休
業
や
教
育
訓
練
・
出
向

な
ど
で
雇
用
を
維
持
し
た
場
合
、
支
払

わ
れ
た
賃
金
、
手
当
の
5
分
の
4
（
中
小

企
業
）
を
助
成
し
ま
す
。

○
雇
用
調
整
助
成
金
制
度
の
対
象
労
働
者

を
拡
大
し
、
雇
用
期
間
が
6
カ
月
未
満

の
労
働
者
や
新
規
学
卒
者
も
対
象
と
し

ま
す
。
（
雇
用
保
険
の
被
保
険
者
）

○
生
産
量
や
雇
用
量
な
ど
の
支
給
要
件
を

緩
和
し
て
、
制
度
を
利
用
し
や
す
く
し

ま
す
。

間
合
先
　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
都
留

℡
（
4
3
）
5
1
4
1

中
小
企
業
事
業
化
サ
ポ
ー
ト
事
業

中
小
企
業
が
抱
え
る
経
営
革
新
、
販
路
開

拓
、
研
究
開
発
な
ど
に
お
け
る
課
題
を
解
決

し
ま
す
。

○
漠
然
と
し
た
商
品
化
・
事
業
化
の
構
想

は
あ
る
が
、
実
現
ま
で
の
手
だ
て
が
分

か
ら
な
い
。

○
新
事
業
の
シ
ー
ズ
は
あ
る
が
、
事
業
承

継
な
ど
の
問
題
が
あ
り
、
踏
み
切
れ
な
い
。

○
新
商
品
を
開
発
し
市
場
開
拓
に
挑
戦
し

て
い
る
が
、
今
ひ
と
つ
決
定
打
が
出
な
い
。

○
技
術
シ
ー
ズ
・
事
業
シ
ー
ズ
は
あ
る
が
、

販
路
開
拓
な
ど
の
手
法
が
わ
か
ら
な
い
。

な
ど
と
い
っ
た
課
題
を
抱
え
て
い
る
中
小
企

業
に
対
し
、
専
門
家
に
よ
る
サ
ポ
ー
ト
体
制

を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
事
業
化
に
要
す
る


